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は し が き 

 

我が国の統一的な産業連関表は、昭和30年（1955年）を対象としたもの以来、おおむね

５年ごとに関係府省庁の共同事業として作成しており、最新の産業連関表である平成27年

（2015年）産業連関表は令和元年６月に公表しました。 

各年次の産業連関表は、基本的な枠組みは同じですが、部門の設定、各部門の概念・定

義・範囲などについては、作成の都度いくつかの変更が行われています。このため、時系

列分析を容易に行えるよう、最新年時を基準とした接続産業連関表を「昭和35年-40年接

続産業連関表」以来作成しています。 

今回取りまとめた平成17-23-27年接続産業連関表は、その11回目に当たるものであり、

平成27年（2015年）産業連関表と同様に、総務省、内閣府、金融庁、財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の10府省庁の協力の下、作

成に取り組んできました。そして、この度、その結果を本報告書として取りまとめました。 

平成17-23-27年接続産業連関表からみた我が国の経済構造の推移に始まり、接続産業連

関表の作成方法、産業連関表の基礎的な理論、部門別の概念・定義・範囲等を掲載してい

ます。  

接続産業連関表では、それぞれの年次の価格水準で国内生産額や投入・産出額を表示し

た時価評価による接続産業連関表と、平成27年の価格水準で実質化を行った固定価格評価

による接続産業連関表とを作成しており、我が国の経済構造の動向や、経済の波及効果の

分析などに利用されています。今後とも、接続産業連関表が、関係各方面において広く利

用されることを期待しています。 

最後になりましたが、接続産業連関表の作成に御協力いただいた方々に深く感謝すると

ともに、共同事業に参画された関係府省庁の方々に敬意を表する次第です。 

 

令和２年10月 

産業連関部局長会議を代表して 

総務省政策統括官（統計基準担当） 

吉開 正治郎 

 



問合せ先

総務省
〔政策統括官付統計審査官室（産業連関表担当） TEL(03)5273－1088（直）〕

○ 立案、連絡、調整及び公表の総括
○ 映像・音声・文字情報制作（新聞・出版を除く。）
○ 最終需要部門のうち輸出入

〔統計局統計調査部調査企画課 TEL(03)5273－5555内線33783〕
○ 郵便・信書便、通信、放送、インターネット附随サービス

内閣府
〔経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課 TEL(03)6257－1634（直）〕

○ 下水道、公務、その他の非営利団体サービス、対個人サービス（他省庁が担当する部門を除く。）
○ 最終需要部門（輸出入を除く。）
○ 粗付加価値部門（雇用者所得を除く。）

金融庁
〔企画市場局総務課調査室 TEL(03)3506－6000内線3647〕

○ 金融・保険

財務省
〔大臣官房総合政策課 TEL(03)3581－5767（直）〕

○ 塩、酒類、たばこ、法務･財務･会計サービス

文部科学省
〔総合教育政策局調査企画課 TEL(03)5253－4111内線2266〕

○ 教育・研究

厚生労働省
〔政策統括官付参事官付審査解析室 TEL(03)5253－1111内線7390〕

○ 医薬品、上水道・簡易水道、医療・福祉、労働者派遣サービス、建物サービス、
 生活衛生関係サービス
○ 粗付加価値部門のうち雇用者所得

農林水産省
〔大臣官房統計部統計企画管理官 TEL(03)3502－5631（直）〕

○ 農林漁業、 飲食料品製造業（酒類及びたばこ部門を除く。）、木材、飲食サービス

経済産業省
〔大臣官房調査統計グループ調査分析支援室 TEL(03)3501－6648（直）〕

○ 鉱工業（他府省庁が担当する部門を除く。）、再生資源回収・加工処理、電力・ガス・熱供給、
 工業用水、商業、情報サービス、新聞、出版、対事業所サービス（他府省庁が担当する部門を除く。）
○ 事務用品

国土交通省
〔総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 TEL(03)5253－8342（直）〕

○ 建設、不動産、土木建築サービス
〔総合政策局情報政策課 TEL(03)5253－8340（直）〕

○ 運輸、船舶・同修理、鉄道車両・同修理

環境省
〔環境再生・資源循環局廃棄物規制課 TEL(03)3581－3351内線6879〕

○ 廃棄物処理

接続産業連関表は、10府省庁の共同事業として作成しており、各府省庁の業務分担は、下記のとおりです
（注）

。
したがいまして、この報告書についての全般的な御質問は、総務省政策統括官付統計審査官室へお問い合わせください。また、各

部門についての具体的な御質問については、下記の府省庁へお問い合わせください。
なお、この冊子のＰＤＦファイル及び統計表のデータについては、総務省ＨＰで提供しています。

総務省ＨＰ ： https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/index.htm

（注）各府省庁の業務分担は、大枠を示したものとなっています。

記
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